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2.26 環境基本法 

2.26.1 判定基準 

(4)-ア 環境基本法（平成５年 法律第91号）第16条第１項の規定による環境上の条件に

ついての基準であって、大気の汚染（光化学オキシダントに関するものを除く｡）、

水質の汚濁（大腸菌群数に関するものを除く。）又は騒音に係るものが確保されて

いない地域が存在すると判断され、かつ、当該第２種事業の内容が当該地域の特性

に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがある

ものであること。 

表 2.26-1 環境基本法 第16条第１項 

第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件に

ついて、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが

望ましい基準を定めるものとする。 

 

2.26.2 判定資料及び文献 

・大気：「令和３年版 長野県環境白書」（令和４年３月 長野県環境部環境政策課） 

「令和２年度大気汚染等測定結果」（令和４年３月 長野県環境部水大気環境課） 

・水質：「令和２年度 水質測定結果」（令和３年12月 長野県環境部水環境大気課） 

・騒音：「環境展望台 自動車騒音の常時監視結果」 

（国立環境研究所ホームページ 閲覧：令和４年４月） 

 

2.26.3 判定結果 

対象事業実施区域は長野県南佐久郡南牧村地内に位置し、令和２年度に長野県が実施した

大気汚染調査及び水質調査の結果、環境上の条件に対する基準を満たしている。また、騒音に

係るものについては確保されている。これらの理由により、判定基準に該当しない。 

 

【判定概要】 

・大気汚染について 

対象事業実施区域及びその周辺において大気測定調査の結果はなく、長野県による令

和２年度の一般環境大気測定局16局及び自動車排出ガス測定局７局の測定結果は、全て

の測定局で光化学オキシダントを除くすべての物質の測定結果は環境基準に適合してい

る。また、一般環境中及び産業廃棄物焼却施設周辺の大気のダイオキシン類濃度につい

ての調査でも、全地点で環境基準に適合している。 

・水質汚濁について 

対象事業実施区域及びその周囲において水質の汚濁状況を把握する調査結果はなく、

対象事業実施区域最寄りの水質調査地点「信濃川上流(1)臼田橋」の令和２年度の水質測

定によれば、健康項目では環境基準に適合している。生活環境項目では、ｐＨが環境基
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準に適合していない値があったが、その内訳をみると、年12回の測定のうち非適合とな

ったのは１回のみであったことから、環境基準は確保されていると考えられる。 

・騒音について 

対象事業実施区域及びその周辺において騒音測定調査の結果はなく、長野県による令

和２年度の自動車騒音常時監視によれば、一般国道141号における騒音に係る環境基準は

達成されており、騒音に係る環境条件は確保されている。 
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(1) 大気 
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出典：「令和３年版 長野県環境白書」（令和４年３月 長野県環境部環境政策課） 



判定資料 2.26－5 

 



判定資料 2.26－6 

 



判定資料 2.26－7 

 



判定資料 2.26－8 

 



判定資料 2.26－9 

 



判定資料 2.26－10 

 



判定資料 2.26－11 

 



判定資料 2.26－12 

 



判定資料 2.26－13 

 



判定資料 2.26－14 

 



判定資料 2.26－15 

 



判定資料 2.26－16 

 



判定資料 2.26－17 

 



判定資料 2.26－18 

 



判定資料 2.26－19 

 



判定資料 2.26－20 

 



判定資料 2.26－21 

 



判定資料 2.26－22 

 



判定資料 2.26－23 

 



判定資料 2.26－24 

 



判定資料 2.26－25 

 



判定資料 2.26－26 

 



判定資料 2.26－27 

 



判定資料 2.26－28 

 



判定資料 2.26－29 

 



判定資料 2.26－30 

 



判定資料 2.26－31 

 
出典：「令和２年度大気汚染等測定結果」（令和４年３月 長野県環境部水大気環境課） 
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(2) 水質 
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出典：「令和２年度 水質測定結果」（令和３年12月 長野県環境部水環境大気課） 



判定資料 2.26－49 

(3) 騒音 
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2.27 騒音規制法 

2.27.1 判定基準 

(4)-イ 騒音規制法（昭和43年 法律第98号）第17条第１項の限度を超えている地域が存

在すると判断され、かつ、当該第２種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配

慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 

表 2.27-1 騒音規制法 第17条第１項 

（測定に基づく要請及び意見） 

第十七条 市町村長は、第二十一条の二の測定を行った場合において、指定地域内におけ

る自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が

著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法（昭和三十

五年法律第百五号）の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。 

 

2.27.2 判定資料及び文献 

・「騒音規制法の概要」（長野県ホームページ 閲覧：令和４年４月） 

 

2.27.3 判定結果 

騒音規制法第十七条第一項では、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度

を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県

公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものであるとして

いる。 

 長野県による町村の指定地域は都市計画法に基づく用途地域の指定のある地域であり、都市

計画区域外に位置する対象事業実施区域は、指定地域に該当しない。 

 

 

 

 

 

 



判定資料 2.28－1 

2.28 振動規制法 

2.28.1 判定基準 

(4)-ウ 振動規制法（昭和51年 法律第64号）第16条第１項の限度を超えている地域が存

在すると判断され、かつ、当該第２種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配

慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 

表 2.28-1 振動規制法 第16条第１項 

（測定に基づく要請） 

第十六条 市町村長は、第十九条の測定を行つた場合において、指定地域内における道路

交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著し

く損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振

動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公

安委員会に対し道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）の規定による措置を執るべき

ことを要請するものとする。 

 

2.28.2 判定資料及び文献 

・「振動規制法の概要」（長野県ホームページ 閲覧：令和４年４月） 

 

2.28.3 判定結果 

振動規制法第十六条第一項では、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限

度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、道路管

理者に対し、該当道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を

とるべきことを要請し、または都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとる

べきことを要請するものとしている。 

 長野県による町村の指定地域は都市計画法に基づく用途地域の指定のある地域であり、都市

計画区域外に位置する対象事業実施区域は、指定地域に該当しない。 
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2.29 地盤沈下発生地域 

2.29.1 判定基準 

(4)-エ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域が存在すると判断され、かつ、

当該第２種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相

当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 

 

2.29.2 判定資料及び文献 

・「令和２年度 全国の地盤沈下地域の概況」（令和４年３月 環境省 水・大気環境局） 

 

2.29.3 判定結果 

判定資料によれば、長野県には直近５年間（平成28年度～令和２年度）に地盤沈下測定の

ための水準測量が１回以上実施された地域はないことから、対象事業実施区域は判定基準とな

る地域には該当しない。 
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